
平成２５年度に離島の振興に関して講じた施策（概要） 

 

 離島振興法第２１条の２等の規定に基づき、平成２５年度に離島の振興に関して講じた施策について、主務大臣（国土交通大臣、

総務大臣及び農林水産大臣）が国土審議会離島振興対策分科会に報告するものである。 

                                                                              

  ● 国立公園等における協働型管理運営推進事業を活用し、地域と協働した国立公園管理体制の構築 
  ● 漂流・漂着・海底ごみに係る削減方策総合検討事業や海岸漂着物地域対策推進事業を活用し、海岸漂流物

の処理を実施                                        等 

 

  ● 都市農村共生・対流総合対策交付金【平成２５年度創設】を活用し、滞在交流型の観光等の取組を支援 
  ● 離島と都市との交流事業であるアイランダーの開催 

１２．国内及び国外の地域との交流の促進

  ● 離島ガソリン流通コスト支援事業を活用し、輸送形態と本土からの距離に応じた補助単価を設定し、実質
的なガソリン小売価格が下がるよう支援 

  ● 再生可能エネルギー導入のための蓄電池制御等実証モデル事業や浮体式洋上風力発電実証事業を活用し、
自立・分散型エネルギーシステムの構築を推進                         等

１４．再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策 

  ● 被害を未然に防ぐ防波堤等の国土保全施設等の整備 
  ● 避難施設、備蓄倉庫及び通信施設等の整備                          等 

１５．水害、風害、地震災害、津波被害、その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備 

● 避難所等防災拠点施設の改修事業について、離島活性化交付金の補助対象に追加 
【平成２５年度から講じた措置】

 
 ● 産業活性化事業を活用し、戦略産品開発や輸送支援等 
 ● 定住誘因事業を活用し、Ｕ・Ｊ・Ｉターン希望者のための相談窓口の設置等 
 ● 交流促進事業を活用し、交流拡大のための仕掛けづくりや交流の実施等 
 ● 安全安心向上事業を活用し、避難施設の整備等 

（１）地域活性化を推進し、定住の促進等を図るための支援（離島活性化交付金事業の創設） 
                                 【平成２５年度から講じた措置】

（２）防災対策の強化のための支援 

 

 
 ● 情報通信利用環境推進交付金等を活用し、超高速ブロードバンドの整備 
● 電気通信に関する施設の維持管理に要する経費の一部について、特別交付税措置の対象に追加 

【平成２５年度から講じた措置】

● 離島航路及び離島航空路の維持や輸送の確保 
 ● 離島航路及び離島航空路における人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化 

（１）交通体系の整備、人の往来等に要する費用の低廉化 

（２）高度情報通信ネットワーク等の充実 

２．交通体系の整備、高度情報通信ネットワーク等の充実 

 

 
 ● 都市農村共生・対流総合対策交付金【平成２５年度創設】を活用し、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」

を活用した地域の手作り活動を支援  
 ● 離島漁業再生支援交付金を活用し、海洋資源の高付加価値化、体験漁業等の地域の自主性と創意工夫

を生かした取組への支援                                等 

 
 ● 都市農村共生・対流総合対策交付金【平成２５年度創設】を活用し、農山漁村における滞在交流型の余

暇活動及び農林漁業体験の推進 
 ● 漁業経営セーフテ－ネット構築事業を活用し、燃油価格が一定基準以上に達した場合に補塡金等を交付

３．農林水産業の振興、地域資源等の活用による産業振興等 

（１）農林水産業の振興 

（２）地域資源等の活用による産業振興等 

 
  ● 地域雇用開発助成金等を活用し、自発的な雇用創造の取組を支援 
  ● 職業に必要な技能及び知識を習得するための職業能力の開発等を通じ、島民及び移住者の就業を促進 

４．雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進 

 
  ● 汚水処理に関する取組を推進 

● 循環型社会形成推進交付金を活用し、廃棄物処理施設の整備を推進 

５．生活環境の整備 

 
  ● へき地保健医療対策費等を活用し、地域の中核的な病院との協力体制の構築及び遠隔医療の導入を推進
  ● へき地診療所の整備や運営支援等、地域の実情にあったへき地保健医療計画を着実に実施 

６．医療の確保等 

  ● 妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていない離島に居
住する妊婦の健康診査受診時・分娩時にかかる交通費及び宿泊費の支援に要する経費について、特別交付税
措置の対象に追加                       【平成２５年度から講じた措置】

７．離島の妊婦健診・出産に係る支援経費

  ● 訪問介護等において、原則サービス費用の１５％を特別地域加算として加算 
● これにより利用者負担額も増額されるため、事業者が低所得者の利用者負担額の１割分を減額（通常１０％
の利用者負担を９％に減額）した場合に、事業者に助成金を交付                 等 

８．介護サービスの確保等

  ● へき地保育所の運営に要する費用の補助 

９．高齢者の福祉その他の福祉の増進 

 

 ● 国宝重要文化財等保存整備費補助金を活用し、国指定等文化財の保存・伝承等のための各種事業を補助 
● 次代を担う子どもの文化芸術体験事業を活用し、能楽等の優れた舞台芸術や伝統文化にじかに触れる機会を
提供                                             等 

 ● 離島高校生修学支援事業を活用し、高等学校等が設置されていない離島の高校生に対する通学等を支援 
 ● 高等学校等の教職員定数の決定について、特別の配慮      【平成２５年度から講じた措置】 等  

１０．教育及び文化の振興 

（１）教育の振興

（２）文化の振興

 ● エネルギー開発並びに海洋資源、海洋環境保全等の調査及び研究 

（３）調査、研究等の実施

  ● 都市農村共生・対流総合対策交付金【平成２５年度創設】、日本の自然を活かした地域活性化推進事業費等
を活用し、エコツーリズム、グリーン・ツーリズム及びブルー・ツーリズム等の取組を推進 

１１．観光の開発 

１３．自然環境の保全及び再生

１．離島の定住促進等に向けた支援 

平成２６年６月１６日 
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